
（別紙）

地域再生計画の新旧対照表

新 旧

５ 目標を達成するために行う事業 ５ 目標を達成するために行う事業

５－１ 全体の概要 ５－１ 全体の概要

公共下水道の支援措置に係る必要な手続 公共下水道の支援措置に係る必要な手続

きとして、下水道法第４条に定める事業計 きとして、下水道法第４条に定める事業計

画の認可については、当初、平成６年７月 画の認可については、当初、平成６年７月

に取得し、その後、平成１１年８月、平成 に取得し、その後、平成１１年８月、平成

１２年７月、平成１６年１２月、平成２０ １２年７月、平成１６年１２月と３回の拡

年８月と４回の拡大変更を行い、現在の事 大変更を行い、現在の事業計画は計画区域

業計画は計画区域面積１９６ha、計画人口 面積１６８ha、計画人口８，７００人、計

７，３００人、計画事業期間を平成２５年 画事業期間を平成２０年度までとして、事

度までとして、事業に取り組んでいる。 業に取り組んでいる。

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して ５－２ 法第４章の特別の措置を適用して

行う事業 行う事業

汚水処理施設整備交付金を活用する事業 汚水処理施設整備交付金を活用する事業

（略） （略）

【事業期間】 【事業期間】

①公共下水道 ①公共下水道

平成１７年度～２１年度 平成１７年度～２０年度

②浄化槽（市町村設置型） ②浄化槽（市町村設置型）

平成１７年度～２１年度 平成１７年度～２０年度

③浄化槽（個人設置型） ③浄化槽（個人設置型）

平成１７年度～２１年度 平成１７年度～２０年度

【整備量】 【整備量】

①公共下水道 ①公共下水道

φ200～φ350 11,200m φ200～φ350 11,000m

マンホールポンプ ７基場 マンホールポンプ ７基場

②浄化槽（市町村設置型） ②浄化槽（市町村設置型）

３１基 ７人槽 ６０基

③浄化槽（個人設置型） ③浄化槽（個人設置型）

３０基 ７人槽 １０基

なお、各施設による新規の処理人口は なお、各施設による新規の処理人口は、

下記のとおり。 下記のとおり。

①公共下水道 ①公共下水道

南、岩山、立川、禅定寺地区で1,425人 南地区で700人、岩山地区で340人



地域再生計画の新旧対照表

新 旧

立川地区で260人、禅定寺地区で70人

②浄化槽（市町村設置型） ②浄化槽（市町村設置型）

高尾地区で15人、奥山田地区で50人 高尾地区で20人、奥山田地区で160人

③浄化槽（個人設置型） ③浄化槽（個人設置型）

９０人 南地区で6人、岩山地区で6人

立川地区で3人、禅定寺地区で3人

湯屋谷地区で9人、奥山田地区で3人

合計 1,580人 合計 1,580人

【事業費】 【事業費】

①公共下水道 1,171,700千円 ①公共下水道 1,171,700千円

（うち、交付金 459,000千円） （うち、単独 253,700千円）

単独事業費 253,700千円 （うち、国費 459,000千円）

②浄化槽（市町村設置型） 48,765千円 ②浄化槽（市町村設置型） 54,000千円

（うち、交付金 16,255千円） （うち、国費 18,000千円）

③浄化槽（個人設置型） 12,672千円 ③浄化槽（個人設置型） 4,110千円

（うち、交付金 4,224千円） （うち、国費 1,370千円）

合計 1,233,137千円 合計 1,229,810千円

（うち、交付金 479,479千円） （うち、単独 253,700千円）

単独事業費 253,700千円 （うち、国費 478,370千円）

６ 計画期間 ６ 計画期間

平成１７年度～平成２１年度 平成１７年度～平成２０年度


